
○小川町小口金融利子補給規則 

平成１４年３月６日 

規則第４号 

改正 平成１９年３月３０日規則第２２号 

小川町小口金融利子補給規則（平成１２年小川町規則第２号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、町内中小企業者の金融を円滑にし、企業運営の好転を図るた

め、小口金融の利子補給金について定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 金融機関 小川町小口金融あっせん規則（平成１２年小川町規則第１号。以

下「規則」という。）第２条第２号で定める金融機関で、町と利子補給契約を

締結したもの 

(2) 中小企業者 規則第２条第１号で定める中小企業者であるもの 

（利子補給） 

第３条 前条第１号に該当する金融機関に対し別表により算出した利子補給金を予

算の範囲内で支払う。ただし、融資を受けた者で次の各号の一に該当したときは、

町長は利子補給金の支払を停止する。 

(1) 繰上げ完済したとき。 

(2) 保証協会の代位弁済を受けたとき、又は返済が不可能となったとき。 

(3) その他町長がふさわしくないと認めたとき。 

２ 前条第２号に該当し、かつ契約期間内に元金、利子及び保証料を償還した者（以

下「完済者」という。）に対し、当該融資額に対して支払った利子及び保証料の

２０パーセント以内の利子補給金を、予算の範囲内で支払う。ただし、定期積立

により償還する者に対しては、契約の翌日までに償還した者を完済者とし、利子

補給金を支払う。 

（交付申請） 

第４条 前条第１項の規定による利子補給金の交付を受けようとする金融機関は、

小川町小口金融利子補給金交付申請書（様式第１号）を上期分（４月から９月）、

下期分（１０月から翌３月）にまとめて、町長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定による利子補給金の交付を受けようとする完済者は、小川町



小口金融利子補給金交付申請書（様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

（決定及び交付） 

第５条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付すると認め

たときは、これを決定し、利子補給金を支払う。 

（状況報告書） 

第６条 取扱金融機関は、前月中の貸付・回収状況について、小川町小口金融償還

状況報告書（様式第３号）及び小川町小口金融利子補給金明細書（様式第４号）

より町長に報告しなければならない。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規則により利子補給を受けた者は、この規則により利子補給を受けた

ものとする。 

附 則（平成１９年規則第２２号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

利子補給額 約定返済日の返済後の額×（実効利率－貸付利率）÷３６５日×約

定返済日の翌日（融資実行の月は実行日）から起算して次約定返済

日までの日数 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

 


